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再開発で変わりゆく横須賀中央通り、写真は2011年３月撮影。
昭和５年、日露戦争25周年記念の年に東郷元帥の名に因んで東郷通りと命名したが、その後現在の大滝町通りの呼び名となった。2015年11月には、
地上143mの「ザ・タワー横須賀中央」が完成する予定。� （10枚の写真をパノラマ合成　撮影・文／ 3DSurveyplus�堂城川�厚）

法人会

消費税期限内納付

横 須 賀 法 人 会 ニ ュ ー ス み な と

MIN TO
○全国90万社 法人会の改正力
　平成26年度税制改正に関する提言の主な実現事項
○ 法人事業概況説明書に「横須賀法人会会員」の記載

をお忘れなく!!

C O N T E N T S

柔道への熱い想い、そして夢への挑戦
山下泰裕氏講演東海大学副学長・ロス五輪金メダリスト

全日本柔道連盟副会長
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柔道で学んだことを
人生で活かす

　私は、小さい頃から体が大きく、元気があり過ぎて、
小学校では様々な問題を起こしてきました。両親が大
変心配して、４年生の時に私に柔道を勧めました。
　教室で暴れたら、それは大変なことになりますが、
道場でしたらルールさえ守ればいくら暴れても誰にも
叱られません。そして、柔道の激しさに惹かれ、だん
だん夢中になりました。
　この柔道との出逢い、素晴らしい恩師との出逢いが、
今の私をつくり、柔道を通して学んだことが私の土台
となっています。人生が大きく変わりました。
　柔道は、単に勝ち負けを競うスポーツではありませ
ん。技術や体力を磨き高めるだけのものでもありませ
ん。人間を育み、育ててくれる それが柔の道です。
　柔道の創始者の、嘉納治五郎先生が目指されたのは、
柔道を通して学んだことを、日常生活や人生で活かし
て、皆で力を合せてよりよい社会を作っていくという
ものです。
　私は、世界チャンピオン、オリンピックチャンピオ
ンと、選手としては名を残した柔道家だったかも知れ
ませんが、本物の柔道家かどうかは、これからの私の
人生で決まると思っています。
　今の一連のこの柔道界の不祥事は、そういった精神
が失われてしまったことから起きています。
　一日も早く、真に柔道を愛する人達と力を合せて、
柔道界の信頼回復に努めて行きたいです。
　子供たちが、柔道着を肩に担いで道場に通うことに
憧れるような、胸を張って「柔道をやっています」と
言えるような柔道界になることを目指して、全力を傾
けていきたいと思います。
　そして、子供たちが、瞳を輝かして明るい笑顔で、夢
を持って生きられるような、柔道で学んだフェアプレー
と思いやりに溢れた社会になってほしいと願っています。

　２月28日、「三浦半島青年団体交流会」主催の講演会
が、講師に東海大学副学長で、ロサンゼルスオリンピッ
ク金メダリスト・全日本柔道連盟副会長の山下泰裕氏
をお招きし、一般公開して開催された。テーマは『夢へ
の挑戦』。（参加177名／於：よこすか平安閣）
　主催： 横須賀法人会青年部会・横須賀商工会議所青

年部・横須賀青年会議所・横須賀青年八日会・
三浦商工会議所青年部・三浦青年会議所

　（以下、講演内容より抜粋）

熱い想いを語る 山下泰裕氏

柔の心を世界に伝える
　さて、海外に目を向けますと、現在 世界で200以
上の国と地域が国際柔道連盟に加入していますが、そ
の３分の２は貧しい国です。短パン、Ｔシャツで練習
をしたり、一着の柔道着を皆で着回したりといった国
がたくさんあります。
　私は、NPO法人を立ち上げて、日本の高校生が授
業を終えて、要らなくなった柔道着や、子供用の柔道
着を発展途上国へ送る活動をしています。また、日本
から指導者や学生のボランティアを派遣したり、外国
から選手や指導者を受け入れたりしています。
　紛争中の国同士の指導者が、日本で同じ畳の上で練
習することもあります。彼らは、国に帰れば敵国同士
で、今は同じ畳に上がることはありませんが、子供た
ちの代には必ずそうなれることを願って、母国で指導
してくれることを望んでいます。
　こうした、柔道を通して、様々な国との交流、普及・
支援活動をする真の目的は、柔の心、日本の心を伝え
ることにあります。日本の文化、日本語、日本の歴史
を教え、日本を好きになって、日本の心を理解して、
そして母国に戻ったら、基本に忠実な柔道とともに、そ
れ以上に柔道の精神を普及して欲しいと願っています。
　私の人生はこれからが本番ですが、人生の最後だけ
ははっきりイメージできています。
　最後は、お会いしたことのない嘉納治五郎先生が、

「君が山下か、よく柔の道を極めたな」と、もう一人は、
恩師、東海大学創立者の松前重義先生が「ご苦労さん、
よう頑張ってくれた」と、そう言ってお二人に迎えに
きて頂きたいのです。
　前を向いて、希望を持って、そういう夢をもって挑
戦して行きたいと思っています。

山下泰裕氏 柔道への熱い想い、そして夢への挑戦
三浦半島青年団体交流会で講演

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
青年部会 活動報告
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　小泉氏は、東日本大震災後の日本について「３.11の震
災から間もなく３年ですが、これからが正念場だと肝に
命じているところです。
　私は、あの日、テレビで真っ黒な津波が田畑を飲み込
んでいく様子を目の当たりにして『これは日本が変わる
ぞ』とつぶやいたのを覚えています。
　よく、戦前・戦中・戦後と、時代を表現しますが、こ
れから戦争を知らない私たちの世代は、３.11前、３.11

被災地に通い復興を見届ける

　３月７日、㈳神奈川県法人会連合会青年部会連絡協
議会セミナーが、箱根湯本吉池旅館で開催された。（参
加255名）
　講師は、内閣府大臣政務官・復興大臣政務官・衆議
院議員の小泉進次郎氏。
　テーマは『東日本大震災後の日本』。

参加した当会青年部会メンバー

　講演する 小泉進次郎氏

小泉進次郎氏が県法連青年部会で講演

後と、話すようになるのではないでしょうか。
　私が、被災地に通い続ける理由というのは、今こそ日
本が変わる出発点にしなければいけないという強い思い
からです。同時に、時間が経つと、世の中もあの震災や
原発事故がなかったかのような雰囲気になりがちですが、
絶対に風化しないように、本当に被災地の皆さんと復興の
喜びを共有できる日まで、続けていこうと思っています。
　この３年間で、本当に多くの出会いがありました。あ
れほど苦しい思いをして、それでも立ち上がって未来を
切り拓こうとされている被災地の方々に、将来『あの時
の政治家は頑張ってくれたな』『あれから日本は変わった
な』と言って頂けるような仕事をしなければならないと
思っています。（講演内容より抜粋）」と、熱い想いを語った。
　震災のあの日の思いを忘れずに、被災地の方々とともに
復興を見届けたいという、強い決意が伝わる講演だった。

　「印紙税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年４月１日以降に作成さ
れる「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
（平成26年４月１日以降作成されるものに適用されます）

　「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が３万円未満のものが非課税とされていま
したが、平成26年４月１日以降に作成されるものについては、受取金額が５万円未満のものにつ
いて非課税とされることとなりました。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大

○�還付を受けるための手続など、印紙税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務
署（電話センター）へお尋ねください。
○�国税庁ホームページでは税に関する情報等を提供しています。税に関する質問についてはタックス・
アンサー（よくある税の質問）もご利用ください。

【国税庁ホームページ　www.nta.go.jp】

M I N A T O
青年部会 活動報告・お知らせ
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　３月20日、平成26年度税制改正法が可決・成立しました。平成26年度税制改正では、平成25年10月１日に閣
議決定した投資減税措置や所得拡大促進税制の拡充に加え、復興特別法人税の１年前倒しでの廃止、交際費課税の
見直し等の減税措置が盛り込まれました。
　また、税制抜本改革を着実に実施するため、高所得者に対する給与所得控除の見直し、地方法人課税の偏在
是正、車体課税の見直し等、所要の措置が講じられました。
　法人会では、昨年９月に「平成26年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・
地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、設備投資減税、交際費課税
など法人会の要望事項の一部が改正に盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

全国90万社 法人会の改正力！
平成26年度税制改正に関する提言の主な実現事項

法人課税
１．法人税率

法人会の提言（法人実効税率20％台の実現） 改正の概要
・わが国の立地条件や競争力強化などの観点から、

法人税率のさらなる引き下げを行い、早期に欧州、
アジア主要国並みの20％台の実効税率を実現する
よう求める。

経済の好循環を早期に実現する観点から、復興特別
法人税が１年間前倒しで終了します。この結果、法
人実効税率が35.6％に引き下がりました。

２．交際費課税
法人会の提言（交際費課税の見直し） 改正の概要

・交際費課税の特例の適用期限の延長
・資本金規模に関わらず全ての企業を対象とすべき

である。

⑴ 交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の
50％を損金の額に算入する措置が創設されました。

⑵ 中小法人に係る損金算入の特例について、適用期
限が２年延長されます。また、中小法人は上記⑴
との選択適用が可能となりました。

３．中小企業対策
法人会の提言

（中小企業の活性化に資する税制措置の本則化等） 改正の概要

◆中小企業投資促進税制
・中小企業投資促進税制の本則化
・特別償却率および税額控除率の大幅引き上げ
・対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める
・税額控除適用の対象企業を「資本金１億円以下」に

引き上げ

◆少額減価償却資産
・「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

措置を本則化

⑴ 適用期限が３年延長（平成29年３月31日まで）さ
れました。

⑵ 対象となる特定機械装置等が生産性向上設備等に
該当する場合、特別償却割合や税額控除割合の拡
充措置等が次の通り講じられます。

　① 税額控除（７％・資本金３千万円以下の中小企
業者等は10％）又は即時償却（現行 特別償却
30％）の選択適用

　② 税額控除制度の適用は、資本金１億円以下（現
行３千万円以下）の中小企業者等にまで拡大

⑴適用期限が２年延長されました。

復興支援のための税制上の措置
法人会提言（震災復興） 改正の概要

・被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点
などから、さらなる税制上の対応等、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

⑴ 東日本大震災に係る津波被災区域のうち、市町村
長が指定する区域における土地及び家屋に係る固
定資産税等の課税免除等の適用期限が１年延長さ
れました。

⑵ 復興産業集積区域において機械等を取得した場合
に即時償却ができる措置の適用期限が２年延長さ
れました。

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
税制税務委員会・税制改正 主な実現事項
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●法人会は、創設60年を超える全国で90万社が加入する団体です。
●会社経営に役立つ税知識や経営情報を提供します。
●さまざまな業種の人と出会いは、新しいつながりとビジネスを生み出します。
●法人会への参加が税に関する提言や社会貢献の力になります。

会員募集中! なぜ？90万社の社長たちは『法人会』に入会したのか！

お問合せ：
法人会事務局

TEL 825-7100

　 外国人観光客に日本の魅力を伝える
　昨年２月発行の『ミシュラン・グリーンガイド・ジャ
ポン』改訂第３版で、三浦半島と城ケ島が二つ星、観
音崎が一つ星を獲得しました。
　また、星なしでは、横須賀、横須賀軍港めぐり、ヴェ
ルニー公園、ヴェルニー記念館、記念艦「三笠」、横
須賀美術館、荒崎公園、三浦海岸が掲載され、コラム
には明治期の造船所建設に始まった日仏交流などにつ
いても掲載されています。
　ミシュランは、どんな観点で星【★】をつけている
のでしょうか。
　昨年の改定版の発行にあたり、日本ミシュランタイ
ヤ㈱代表取締役社長のベルナール・デルマス氏は、「近
年、フランスを始め多くの国々で、漫画やアニメ、ゲー
ムなどのポップカルチャーや、寿司、ラーメンをはじ
めとした日本食ブームなど、多くの外国人が日本に高
い関心を示しています。
　しかしながら、この小さな島国に東西南北で大きく
表情を変える豊かで美しい自然が存在すること、そし
て非常に興味深い文化や歴史がたくさん存在すること
を知る外国人はまだ少ないと思います。
　外国人観光客に日本の魅力を伝えるべく、歴史や文
化などの情報を分かり易く紹介する“コラム”を増やし、
我々の企業理念である『モビリティーへの貢献』つま
り移動することの喜びを提供したいと考えました。
　このガイドブックを通して、より多くの人が日本を
訪れ、素晴らしい時間を過ごしてくれることを願って
います。」と挨拶しました。

　 星の評価は５つの約束・９つの基準で
　世界的なタイヤメーカー、フランスのミシュランが
発行する旅行ガイドブック『ミシュラン・グリーン・
ガイド』は、1926年に『ブルターニュ編』が刊行さ
れて以来、88年の歴史を有し、旅行者が、訪れる土
地をよりよく理解し、充実した旅を楽しめるような情

報が満載されています。
　豊かな自然や多彩な文化に触れることができる興味
深い観光地が紹介されており、掲載地は旅行者へのお
薦め度という観点で、星なしから三つ星まで分類され
ています。
星は、

を意味します。
　また、ミシュラン・グリーン・ガイドは、読者と５
つの約束『現地訪問』『独立性』『選択』『定期的更新』

『一貫した基準』をしています。
　そして、その評価は、ミシュラン独自の次の９つの
基準に従って決められています。

　残念ながら、現在フランス語版のみの刊行で、英語
版の刊行予定はあるものの、日本語版はないそうです。
　ミシュランが認めた三浦半島。豊かな自然に囲まれ
た魅力いっぱいの三浦半島を、私達はもっと多くの方
に知って頂け
るよう努力し
て行きたいも
のです。

城ケ島より
三浦半島を望む

三つ星【★★★】わざわざ旅行する価値がある
二つ星【 ★ ★ 】寄り道する価値がある
一つ星【　★　】興味深い

１． 旅行者がその観光地を訪れた時に受ける第一
印象

２．その場所の知名度・人気
３．文化財の豊かさ、レジャーの充実ぶり
４．ユネスコの世界遺産などの公的評価
５．芸術品や史跡の固有の美術的価値
６．美観
７．作り物ではない本物としての魅力と調和
８． 旅行のしやすさと利便性（施設整備・アクセス・

維持管理など）
９．旅行者の受け入れの質

ミシュランが

二つ星★★
三浦半島に

（出典：ミシュラン・プレス インフォメーション）

M I N A T O
特集 ミシュランが認めた三浦半島
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　４月４日、女性部会は平成26年度事
業報告会を開催した。
　先立って行われた、遺言NPO代表の
近藤伸一先生による『終活セミナー』は、
人生をよりよく締めくくるために、遺
言書の必要性を税務・法律の両面から
解説したもの。いざという時に、自分
も家族も困らないように、事前の準備
の大切さを痛感したセミナーだった。
 （於：よこすか平安閣）

　４月５日、東部地区会は『第16回北久里浜さくら
まつり』に参加し、役員が中心になって来場者に税金
クイズを実施した。（於：根岸交通公園）
　祭りは大盛況で、終日会場は賑わった。桜吹雪の舞
う法人会のブースも、老若男女が税金クイズを楽しん
でいた。（写真㊨）

“終活セミナー”を開催

第28回 北下浦ふるさとマラソンに協力

北久里浜さくらまつりで
税金クイズ

講師を務めた
近藤伸一先生

（税理士・行政書士）
写真㊤

参加した女性部会の皆さんと一般公募の皆さん

沿
道
で
選
手
を
応
援
す
る

法
人
会
の 

の
ぼ
り
旗

　３月23日、第28回北下浦ふるさとマラソンが開催
された。横須賀法人会南部地区会は、参加選手のゼッ
ケンを提供。
　2000人のランナーが春の陽ざしの野比海岸を駆け
抜けた。５Ｋコースのスタート地点に、招待選手・吉
田雄人市長とミス慶応の宇内梨沙さんの姿も。写真㊤
中央

表
彰
式
で
入
賞
者
に
メ
ダ
ル
を
掛
け

る
、
石
渡
地
区
会
長
㊧
と
金
井
北
下

浦
支
部
長

東 部 地 区 会

南 部 地 区 会

女性部会事業報告会

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
活 動 報 告
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e-Taxでの申告時には「法人事業概況説明書」に
「横須賀法人会会員」の記載をお忘れなく!!

　e-Tax（国税電子申告・納税システム）をご利用の際に、
申告書類の中の「法人事業概況説明書」裏面の「16加入
組合等の状況」欄に、当会法人会の会員である旨を記入
し提出をお願い致します。
　誠実な記帳と適正な申告、正しい納税を趣旨とする法
人会の会員である証として、申告の際には必ず記載をお
願い致します。
　税理士に代理送信を依頼している法人も、顧問税理士
にご確認願います。

法人事業概況説明書（表面） （裏面）

（公社）横須賀法人会はe-Taxでの申告・納税を積極的に推進します。

e-Tax 利用推進運動展開中！
e-Tax宣言!!

消費税の
期限内納付を
忘れずに。

法人会

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）

年 4回（確定申告 1回、中間申告 3回）

年 2回（確定申告 1回、中間申告 1回）

年 1回（確定申告 1回）

申告・納付回数
直前の課税期間の
確定消費税額（※2）

●消費税は消費者からの預かり金的な性格を有する税です。
●基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。

●期限を過ぎると延滞税がかかります。
●確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※2）に応じて中間申告・
納付が必要となります。

※1　法人は課税期間終了の日
の翌日から2ヵ月以内、個
人事業者は翌年の3月31日
までに消費税の申告と納付
を行う必要があります。

※2　地方消費税を含まない年
税額をいいます。

消費税には
申告・納付期限（※1）が

あります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方は
振替納税も
利用できます。

消費税
期限内納付
推進運動
実施中！

●法人会　消費税期限内納付広告2014
　H64×W182/4C

公益社団法人　横須賀法人会

M I N A T O
法人会からのお知らせ
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日　程：５月20日㈫　横須賀商工会議所
　　　　６月11日㈬　横須賀商工会議所
時　間：午後２：00～4：00
内　容：会社の決算と申告の注意点
　　　　税制の改正点の説明　ほか
講　師：東京地方税理士会横須賀支部税理士
　　　　横須賀税務署法人課税部門担当官
備　考：どなたでも参加できます。（無料）
　　　　お問合せ・お申込みは事務局まで
　　　　TEL：046－825－7100

決算法人説明会のご案内
日　程：5月28日㈬　横須賀商工会議所
　　　　6月19日㈭　横須賀商工会議所
時　間：午後２：00～4：00
内　容：初めて経理や源泉徴収事務を担当され
　　　　る方、一人で悩んでいる方など、初心
　　　　者向けの講習会です
講　師：横須賀税務署法人課税部門担当官
備　考：両日とも同じ内容です。
　　　　どなたでも参加できます。（無料）
　　　　お問合せ・お申込みは事務局まで
　　　　TEL：046－825－7100

初級源泉所得税講習会のご案内

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
税 理 士 会 の ペ ー ジ

にせ税理士に
注意してください！

東京地方税理士会横須賀支部

横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所３階

ＴＥＬ  0 4 6 ー 8 2 4 ー 4 1 9 3

に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
!!

●税抜価格のみを表示する場合②
　個々の値札等において税抜価格のみを表示し、別
途消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場
所に明瞭にその価格が税抜価格であることが分かる
よう表示を行う。

例）値札等の表示　○○○円
　　※税込価格と誤認されないように
　　　次のような表示を行う。

当店価格はすべて税抜表示です

当店はすべて税抜価格です。
消費税分はレジにて別途精算させていただきます。

等です。
　その他の具体例については、税理士さんにお尋ね
ください。
　上記は「消費税転嫁対策特別措置法」により、平
成25年10月１日から平成29年３月31日までの間
において適用されますが、消費者の方々へ配慮する
観点から、この特例を受ける事業者は、できるだけ
速やかに税込価格を表示することとされています。

税理士さんの

アドバイス
ワ ン ポ イ ン ト

─ Vol. 59 ─

消費税の総額表示の特例

東京地方税理士会
横須賀支部

税理士　鈴木 宏昌

　平成26年４月１日より、いよいよ消費税率８％
への引上げが開始されました。さらに、平成27年
10月１日より10%への引上げが予定されています。
　現在の消費税法では、値札やチラシ等において、
あらかじめその価格を表示する際に、消費税額を含
めた価格を表示する、いわゆる総額表示が義務付け
られていますが、わずか１年半の間に２回の変更を
しなければならない等、企業に与えるその負担は大
きいものといえます。
　そこで、表示された価格が、税込み価格であると
誤認されないための表示方法を採用している場合に
限り、総額表示の特例が認められています。
　今回は、価格の表示方法について、その一部を紹
介したいと思います。

●税抜価格のみを表示する場合①
　個々の値札、チラシ等において税抜価格のみで記
載し、その価格が税抜価格であることを明瞭に分か
るように表示を行う。

　　例）○○○円（税抜価格）
　　　　○○○円（本体価格）
　　　　○○○円＋消費税
　　　　○○○円（税別価格）　等
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平成26年度　税務職員採用試験のお知らせ 

人事院では、下記のとおり「平成26年度税務職員採用試験」を行います。
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

記
◆受　験　資　格　① 平成26年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起

算して３年を経過していない者及び平成27年３月までに高等学校又は中等教育学
校を卒業する見込みの者

　　　　　　　　　②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者
◆申込書交付期間　　※できるだけ、インターネットで申込みをしてください。
　　　　　　　　　①インターネットによる申込書のダウンロード
　　　　　　　　　　平成26年５月12日㈪～７月２日㈬
　　　　　　　　　　 【インターネット申込専用アドレス http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

からダウンロードすることができる。】
　　　　　　　　　②郵送・持参申込用
　　　　　　　　　　平成26年５月12日㈪～６月26日㈭（土・日曜日は除く。）
◆申込書受付期間　①インターネット
　　　　　　　　　　平成26年６月23日㈪～７月２日㈬
　　　　　　　　　　【インターネット申込先　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】
　　　　　　　　　②郵送又は持参
　　　　　　　　　　平成26年６月23日㈪～６月26日㈭
◆試　　験　　日　①第１次試験　平成26年９月７日㈰
　　　　　　　　　②第２次試験　平成26年10月16日㈭～ 10月24日㈮のうち、指定する日

※ 詳細については、横須賀税務署　総務課　小池（TEL　046-824-5500　内線4202）までお尋ねください。

主催：（公財）横須賀芸術文化財団定員になり次第〆切ります。（公財）

日　時：平成26年7月5日㈯　15：00開演（14：30開場）

会　場：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
料　金：Ｓ席 3,600円（定価） ➡3,240円（10％引）

出演／マリンバ：神谷百子／服部恵　　マリンバ／ピアノ：西久保友広／大場章裕
曲目／マリンバと弦楽オーケストラのためのコンチェルト
　　　ツィゴイネルワイゼン
　　　ロメオとジュリエットより 騎士の踊り　ほか
※未就学児童入場不可。　※曲目は変更になる場合があります。

世界の舞台で活躍する日本マリンバ界のホープ

神谷百子 マリンバ・リサイタル

主催／（公財）横須賀芸術文化財団　　協賛／かながわ信用金庫

横須賀芸術劇場リサイタル・シリーズ39

M I N A T O
お 知 ら せ
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糖尿病の最近の話題

　近年、糖尿病患者数は増加の一途を辿り、それによ
る糖尿病合併症の増加も問題となっている。
　平成24年度の「国民健康・栄養調査」では糖尿病
が強く疑われる者と糖尿病の可能性を否定できない者
を合わせると約2050万人と推定され、平成9年以降
増加していたが、平成19年の約2210万人から初めて
減少に転じたと報告された。しかし、糖尿病が強く疑
われる者の数は平成19年約890万人であったが、平
成24年では約950万人と増加している。

個々の状況に合わせた治療が可能に
　糖尿病患者数の増加に伴い、ここ10数年で糖尿病
治療は大きく変化を遂げている。記憶に新しいところ

ではインクレチン関連薬（インクレチン；血糖値に応
じてインスリン分泌を調整している消化管から出るホ
ルモンのこと、経口薬と注射製剤の２種類がある）で
ある。発売以降多くの糖尿病患者に使用され、国内で
の2012年における経口薬の市場は1540億円とされ
ている。
　ここまで市場が拡大した理由としては、糖尿病治療
薬を選択する上での変化によるところが大きいと思わ
れる。それは、薬を選択する上で、従来と違い、低血
糖を起こしにくい、体重を増加させない、膵β細胞（膵
臓にあるインスリンを分泌する細胞、インスリン;血
糖値を下げる唯一のホルモン）機能を考慮しながら薬
の選択がされるようになってきているからである。全
ての面から網羅しているという点で、インクレチン関
連薬はまさにうってつけの薬であったからである。
　更には、今年度４月以降新たな糖尿病治療薬
SGLT2（腎臓において糖分を尿に出さないように吸
収する働きをしている）阻害薬の発売を控えている。
このため、膵臓への負担が少なく、違った作用の他の
糖尿病薬と併用可能で血糖コントロールの改善が期待
されている。単独使用では低血糖頻度も少なく、尿へ
の糖分流出によりカロリーロスを来たし体重減少効果
も認められている。
　このように、多種多様な薬剤が使用可能となってき
ており、患者さん個々の状況に合わせた治療が可能と
なってきている。ひいては糖尿病による合併症の予防
に繋がる事を期待するものである。

誌上
 健康
  相談
厚生事業等推進委員会� No.120

横須賀市立市民病院
　内分泌・糖尿内科

科　長　土屋 博久 先生

公益社団法人地域医療振興協会  横須賀市立市民病院
〒240-0195  横須賀市長坂1−3−2

TEL. 046-856−3136　FAX. 046-858−1776

●企業のための保障制度
　◇経営者大型総合保障制度（大同生命・AIU）
　◇アットワーク・ハイパー任意労災（AIU）
　◇個人情報漏洩対策プラン（AIU）
　◇地震対策プラン（AIU）

大同生命保険株式会社
湘南支社横須賀営業所

ＡＩＵ保険会社
横浜支店

アメリカンファミリー
生命保険会社横浜支社

お問い合わせ／福利厚生制度取扱会社

会社のために、経営者・従業員のために。法人会の福利厚生制度

●個人のための保障制度
　◇法人会がん保険フォルテ（Aflac）
　◇WAYS（ウェイズ）（Aflac）
　◇法人会医療保険EVER（Aflac）

●その他の制度
　◇ビジネスガード（火災保険・PL保険）（AIU）
　◇個人年金プラン（大同生命）
　◇介護保険プラン（Aflac）

損害保険㈱

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
誌 上 健 康 相 談
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支　部 法人名 代表者名 所在地 電　話 業　種
南西地区会
池上 　㈲ドミノワーカーズ 髙梨　勝直 池上1-4-5 853-4139 サービス業
東部地区会
大矢部 　㈱大翔 戸村　大介 岩戸3-27-4 874-6992 建設業
大矢部 ※ 宮川　久美 ピアニスト
南部地区会
浦賀西 　㈱渡辺工業 渡辺　大介 吉井2-7-13

長島ハウス5号棟
890-2996 建設業

浦賀西 ＊ 髙橋　民雄 浦賀丘3-5-4 841-4133

北下浦 　㈲ライフ・ファクトリー 用田　圭治 長沢4-15-5 847-2030 板金・修理業
北下浦 ＊ 髙橋　和則 長沢2-17-3 848-0604 食品ストア経営
西部地区会
武山 　㈲道 高梨　明美 須軽谷字天王谷967 837-8961 介護サービス・介護施

設運営
長井 　㈱大塚工業 大塚　　穣 長井3-39-12 874-6633 建設業
三浦地区会
初声 プレアデス㈱ 藤田　善広 初声町下宮田601-5 888-3570 建設業
　※は賛助会員です

新会員紹介 ─ 広げよう会員の輪 ─  近くの会員企業を利用しましょう 
（平成26年2月〜26年3月　順不同・敬称略）

日本人の生活様式に係る精
神文化について触れてみたい
と思います。

幽 玄
ことばの意味に表れなくて

も、あるいは目には定かに見
えなくても、それが故にこそ、その奥に人間が感じ
ることが可能な美の世界、これが『幽玄』といわれ
ています。

これは、余情（文章などのあとに残る趣）を重んじ、
省略をよしとする日本人の心情の根底に流れている
情緒のひとつです。このような情緒は、用いること
ばの種類や数が限られた中で、すべてを表現しなけ
ればならなかった短詩形の成立過程にも関係がある
ようです。

つまり、余情を大事にする『幽玄』の美は、少し
のことばで多くのことを考えることが可能なところ
に成立する美です。したがって、すべてを言わずと
も相手に通じる、同質の文化を共有する共同体の中
でこそ可能となった美の世界であると言えるでしょう。

わび さび
また、『わび』『さび』も日本の伝統的な文化で、

なかでも茶道や俳句などが目指す、究極の美的境地
を意味しています。両方とも、ある種の寂

せき
寥
りょう

感
かん

が根

底にあり、簡略をよしとし、華美を嫌うという点が
共通しています。
『わび』は、静かに澄んで落ち着いた様子を表すも

ので、主に茶道を大成した 千利休が追及した境地と
しても知られています。
『さび』は、枯れて渋みがあることを意味し、こち

らは松尾芭蕉の俳句の理想的境地とされました。彼
らは、利害やわずらわしい人間関係から自由となっ
て、自然と一体となった美を追求したのです。

義理と人情
最後に、人情とは、ふつうには親子や恋人同志、

友人知人などの間に通いあう愛、同情、憐み、友情
などの人間的な感情を言いますが、日本社会ではも
う少し特殊な意味を持っています。

人情と義理は対比されることが多く、義理が人に
受けた恩義に報いるという人間関係の規範であるの
に対し、人情は他人に対する感情の自然な発露です。

「人情に厚い」と言えば、優しく思いやりがある人を
指しますが、同時に義理を欠いては社会の一員とし
て一人前とは見なされません。

結局、義理と人情は、伝統的に日本の庶民社会の
人間関係を律する２大要素ですので、現代社会にも
脈々と受け継がれているのです。

広報委員　㈲金井保険事務所　金井 鐵心

広
の

報
窓

M I N A T O
新 会 員 紹 介・ 広 報 の 窓



公益社団法人

一般社団法人 神奈川県法人会連合会 法人会のビジネスガード 検索

私 た ち も 応 援 し ま す ！

お問合せ：
045-683-3511 
受付時間：
9:00～ 17:00
（土・日・祝日を除く）

法人会の
地震保険

アットワーク
ハイパー任意労災

企業賠償保険
STARs（スターズ）

個人情報漏洩
対策プラン

法人会の
自動車保険

火災と地震災害に
備える

政府労災の上乗せ
補償制度

企業向け
第三者賠償保険

個人情報の
漏洩事故対策 自動車事故対策

会員企業をサポートするAIUのリスクソリューション
企業防衛・福利厚生目的に法人会のビジネスガードシリーズ

WorldRisk®

海外進出企業向け
サポートプラン

神奈川県法人会連合会は
企業防衛を応援します。

神奈川県法人会連合会
会長

神奈川県法人会連合会
青年部会長

神奈川県法人会連合会
女性部会長

神奈川県法人会連合会 厚生事業等推進委員

神奈川県法人会連合会
厚生事業等推進委員長

保土ケ谷法人会
戸塚法人会

神奈川県法人会連合会 厚生事業等推進委員
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30th Anniversary
法人会のビジネスガードは30周年を迎えます。

一般社団法人 神奈川県法人会連合会
公益社団法人 横 須 賀 法 人 会
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